
< 参考 > 固定資産税・都市計画税の課税標準額の計算方法
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本則による
課税標準額(A) 　　　　　今年度の課税標準額の算出方法

　　　　　　　　　Ａ＝左の本則による課税標準額
　　　　　　　　　Ｂ＝前年度の課税標準額

固定資産税 都市計画税
B/Aの負担水準

(資産の価格に対する税負割合)
今 年 度 の 課 税 標 準 額


